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株主優待制度(暗号資産配布)の内容等の決定時期が
2025年６月 30日以降となることに関して 

 
 

当社は、2025 年 4 月 7 日付「オーケーコイン・ジャパン株式会社との業務パートナーシッ

プ締結および株主優待制度（暗号資産配布）の導入に関するお知らせ」で開示の通り、今期

（2026年 3月期）より株主優待制度（暗号資産配布、以下「本株主優待制度」）を導入する

ことを決議しております。 

 

また、2025年 5月 7日付「株主優待制度（暗号資産配布）の対象者決定に関するお知らせ」

で開示の通り、本株主優待制度の対象者を「2026年 3月末時点で、1単元(100株)以上の当

社株式を 9カ月以上継続保有されている株主様 (*)」とさせていただいておりますが、本株

主優待制度の内容等の決定及び開示時期に関して、以下の通り「2025年 6月 30日以降とな

る」ことをお知らせいたします。 

 

*継続保有期間 9 カ月以上の株主様とは、2025 年 6 月 30 日、2025 年 9 月 30 日、2025

年 12月 31日、2026年 3月 31日に作成された全ての当社株主名簿に、同一株主番号で

継続して記載または記録されている株主様を意味します 

 

記 

 

１．本開示の背景 

当社は、本株主優待制度の対象者を「2026年 3月末時点で、1単元（100株）以上の当社株

式を 9 カ月以上継続保有されている株主様」とさせていただく一方で、「本株主優待制度で

配布される具体的な暗号資産の銘柄・数量」及び「2026 年 4 月 1 日以降の配布の時期およ

び配布方法等の詳細」などの本株主優待制度の内容等につきましては、具体的な期限を定め

ず、決定次第速やかに開示することとしておりました。 

 

2025 年 4 月 7 日の本株主優待制度の導入決定以降、内容等の検討を継続しておりますが、

本株主優待制度の対象となられる株主様のおおよその数も考慮した上で内容等を決定した

いこと等を鑑み、決定及び開示は 2025年 6月 30日以降となる予定です。 



 
ＡＩフュージョンキャピタルグループ株式会社  

〒106-0032 東京都港区六本木一丁目 9-9 

       六本木ファーストビル 14階 

TEL 03-6261-9511 FAX 03-6261-7137 

 

なお、本開示は、多くの株主様・投資家様よりお問い合わせを頂いていることから、（開示

事項の経過）として開示をさせていただくものです。 

 

 

２．今後の見通し 

本株主優待制度の内容等につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。 

以上 

 


